
川尻大島界地区は、都市計画道路 1 3 1号 さがみ縦貫道路相模原インターチェンジから約 2kmに位置 して

いることから、新たな産業用地の創出に向けた土地利用を図るため、土地区画整理事業による基盤整備を行 うと

ともに、地区計画の策定により、建築物等を計画的に誘導 し、土地区画整理事業による整備効果の増進を図り、

その維持及び保全することを目標にした地区計画が定められてしヽます。

このような地区計画の趣旨をご理解いただき、まちづくりへのご協力をお願いいた します。

▼川尻大島界地区 地区計画 計画図

地 区施設

● 地 区の概 要

――― 地区計画区域

田 地区の区分

|   IA地区 (準工業地域 200/60)

.   B-1地
区 (準工業地域 200/60)

|   IB-2地区 (準工業地域 200/60)

|   IC地区(準工業地域200κp)

● 壁面の位置の制限

・・・・  道路境界線又は歩行者専用通路境界線からlm以上

鍼 隣地境界線からlm以上

● かき又はさくの構造の制限

・・・ 口 生け垣又は透視可能なフェンス

● 地区施設

鰊 区画道路 :区 □ ― □ 号線
計画幅員  番号

魃 歩行者専用通路

|   1公園



(平成25年3月 29日

(平成26年5月 30日

定

更

決

変

称名 川尻大島界地区地区計画

置位 相模原市緑区川尻字大島界、字山野、向原―丁目、向原二丁目及び向原三丁目

積面 糸匈6 5ha

区

域

の

整

備

開

発

及

び

保

全

の

方

針

地 区 計 画 の 目 標

本地区は、都市計画道路 1・ 3 1号さがみ縦員道路相模原インターチェンジ
IJNら 約 2 kmに 位置 していることから、新たな産業用地の倉J出 に向けた土地

利用を図るため、土地区画整理事業による基盤整備を行うとともに、地区

計画の策定により、建築物等を計画的に誘導 し、土地区画整理事業による

整備効果の増進をEKIり 、その維持及び保全することを目標とする。

土 地 利 用 の 方 針

地区の特性を考慮 し、それぞれ次のように土地利用を誘導する。

(A地区)土 地区画整理事業による基盤整備の成果を活かした住宅地の形成

を図る。

(B地区)土 地区画整理事業による基盤整備の成果を活かした産業系土地利

用を図る。

(C地区)沿 道サービス施設の立地を図ると共に、既存の業務環境を保全

する。

地 区 施 設 の

整 備 方 針

土地区画整理事業により、機能的な市街地の形成のための区画道路や、歩行

者の利便性向上のための歩行者専用通路を整備するほか、潤いをもたらし、

防災上の公開空地として利用できる公園を整備する。

建 築 物 等 の

整 備 方 針

土地利用の方針の実現に向けて、それぞれ次のように建築物等を誘導する。

(A地区)建築物等の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、高さの最高

限度及びかき又はさくの構造について制限する。

(B地区)建 築物等の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置及びかき又 |よ

さくの構造について制限する。

(C地区)建 築物等の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置及びかき又は

さくの構造につしヽて制限する。

緑 化 の 方 針
緑豊かな市街地の形成を図るため、壁面の位置の制限によって生み出され

た空間については、緑化に努める。



地

区

穀

画

備

計

地 区施 設 の

配置及び規模

区画道路8-1 幅員 80m 延長約290m

区画道路6-2 幅員 60m 延長約 30m

区画道路8-3 幅員 80m 延長約100m

歩行者専用通路 幅員 40m 延長約 30m

公  園 面積約 1,700扇

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

地
区
の
区
分

地区の

名 称
A地区 Bl地区 B‐2地区 C地区

地区の

面 積
れつ1 3ha 糸句2 3ha れつ2 0ha 争勺0 9ha

建築物等の

用途の制限

次の各号 に掲 げ

る建築物 は、建築

してはならない。

(1)ホ テル又 は旅

館

0)ボーリング場、

スケー ト場、水

泳場、スキー場、

ゴルフ練習場及

びバッティング

練習場

③ カラオケボッ

クスその他これ

に類するもの

(4)マージヤン屋、

ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票

券発売所、場外

車券売場その他

これらに類する

もの

(5)濠」場、映画館、

演芸場又は観覧

場

(6)キ ャバ レー、

料理店、ナイ ト

クラブ、ダンス

ホールその他こ

れらに類するも

の

次の各号 に掲 げ

る建築物 は、建築

してはならない。

(1)住宅

(2)共 同住 宅、寄

宿舎及び下宿

(3)ホ テル又 は旅

館

に)ボーリング場、

スケー ト場、水

泳場、スキー場、

ゴルフ練習場及

びバツティング

練習場

(5)カ ラオケボッ

クスその他これ

に類するもの

(6)マージヤン屋、

ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票

券発売所、場外

車券売場その他

これらに類する

もの

(7)劇場、映画館、

演芸場又は観覧

場

次の各号 に掲げ

る建築物 は、建築

してはならない。

(1)住宅

(2)共 同住 宅、寄

宿舎及び下宿

0)ホ テル又は旅

館

(4)ボーリング場、

スケー ト場、水

泳場、スキー場、

ゴルフ練習場及

びバ ッティング

練習場

0 カラオケボッ

クスその他これ

に類するもの

(6)マージャン屋、

ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票

券発売所、場外

車券売場その他

これらに類する

もの

(7)劇場、映画館、

演芸場又は観覧

場

次の各号に掲 げ

る建築物 は、建築

して |よ ならない。

(1)住宅

(2)共 同住宅、寄

宿舎及び下宿

(3)ホ テル又 は旅

館

“

)ボーリング場、

スケー ト場、水

泳場、スキー場、

ゴル フ練習場及

びバ ッティング

練習場

⑤ カラオケボ ッ

クスその他 これ

に類するもの

(6)マージヤン屋、

ぱちん こ屋、射

的場、勝馬投票

券 発売所、場外

車券売場その他

これ らに類する

もの

(7)濠」場、映画館、

演芸場又は観覧

場



地

区

備

整

計

画

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

建築物等の

用途の制限

レ)学校

に)図 書 館、博 物

館その他 これ ら

に類するIJの

0 神社、寺院、教

会その他 これ ら

に類するもの

10 自動車教習所

llll 自動車車庫 (建

築物 に附属する

ものを除く。)

|力 畜合で床面積

の合計が15平方

メー トルを超 え

るもの

中J 店舗、飲食店、

展示場でその用

途 に供する部分

の床面積の合計

が500平 方メー

トルを超えるも

の

04前項までに掲

げる建築物以外

の用途に供する

ものでその用途

に供する部分の

床面積の合計が

1,500平 方 メー

トルを超えるtl

の

キ ャバ レー、

料理店、ナイ ト

フラブ、ダ ンス

ホールその他 こ

れ らに類するも

の

学校

図書 館、博 物

館その他 これ ら

に類するもの

神 社、寺 院、

教会その他 これ

らに類するもの

病院

老 人 ホ ー ム、

身体障害者福祉

ホームその他 こ

れ らに類するも

の

老人福祉セン

ター、児童厚生

施設その他 これ

らに類するもの

自動車教習所

自動車車庫 (建

築物 に附属する

ものを除く。)

畜合で床面積

の 合 計 が 15平

方メー トルを超

えるもの

店舗、飲食店、

展示場でその用

途 に供する部分

の床面積の合計

が 1,500平方メー

トルを超えるも

の

0)

0)

llo)

l11)

14)

(8)キ ャバ レー、

料理店、ナイ ト

フラブ、ダ ンス

ホールその他 こ

れ らに類するも

の

0)学校

00図 書館、博物

館その他これら

に類するもの

ll ll神 社、寺 院、

教会その他これ

らに類するもの

0 病院

131老 人 ホー ム、

身体障害者福祉

ホームその他こ

れらに類するも

の

l141老 人福祉セン

ター、児童厚生

施設その他 これ

らに類するIJの

1励 自動車教習所

10 自動車車庫 (建

築物 に附属する

tlのを除く。)

1カ 畜舎で床面積

の 合 計 が 15平

方メー トルを超

えるもの

l181 店舗、飲食店、

展示場でその用

途 に供する部分

の床面積の合計

が 10,000Tラウ

メー トルを超 え

るもの

(8)キ ャ バ レー、

料理店、ナ イ ト

グラブ、ダ ンス

ホールその他 こ

れ らに類するも

の

学校

図書 館、博 物

館その他 これ ら

に類するもの

神 社、寺 院、

教会その他 これ

らに類するもの

病院

老 人 ホ ー ム、

身体障害者福祉

ホームその他 こ

れ らに類するも

の

老人福祉セン

ター、児童厚生

施設その他 これ

らに類するもの

自動車教習所

自動車車庫 (建

築物 に附属する

ものを除く。)

畜合で床面積

の 合 計 が 15平

方メー トルを超

えるもの

前項までに掲

げる建築物以外

の用途 に供する

ものでその用途

に供する部分の

床面積の合計が

1,500平 方 メ ー

トルを超えるもの

0)

10

0)

10

建 築 物 の敷 地

面積の最低限度

150m2 500m2

(1)

0)

ただし、次の各号のいずれかに該当するものにつしヽて よ、この限りでなしヽ。

告示日において、現に建築物の敷地として使用されてしヽる土地で当該規定に

適合 しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地と

して使用するならば当該規定に適合 しなしヽこととなる土地について、その全部

を一の敷地として使用するもの

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地とし

て使用する土地



地

区

整

備

計

画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

壁  面  の

位 置 の 制 限

建築物の壁又 |よ これに代わる柱の面から道路境界線、歩行者専用通路境界線

及び隣地境界線までの距離は、 1メー トル以上としなければならない。

ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供する建築物で、高さが 3メー

トル以下で、かつ、軒の高さが 23メー トル以下のものについては、この限りで

ない。

建築物の高さの

最 高 限 度
15m

かき又はさくの

構 造 の 制 限

道路に面するかき又はさくの構造は、生け垣又は透視可能なフェンスとする。

ただし、地盤面からの高さが 06メー トル以下の部分及び門等の出入□の部分に

ついては、この限りでない。

「区域、地区の区分、地区施設の配置、壁面の位置の制限及びかき又はさくの構造の制限は計画図表示のとおり」



建築物 の用途 の制限

●地区整備計画をご覧ください。(A地区・B‐ 1地区・B‐2地区・C地区共通 )

敷地面積 の最低限度

●敷地面積の最低限度は以下のとおりです。

地区名 最低敷地面積

A地区 150縣

Bl地 区

500耐B-2地区

C地区

【適用除外 (建築可能となる敷地)】

①地区計画の都市計画決定以前から敷地面積の最低限度に満たない

敷地で、その全部を一の敷地として使用するもの

②公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

として使用する土地

〈A地区の場合〉

一

一
|

×

建築することができない敷地

壁面の位置の制限

●建築物の壁や柱の面は、道路境界線、歩行者専用通路境界線および隣地境界線から10m以上後退します。

【適用除外 (後退部分に建築可能なもの)】

物置、車庫その他これらに類する用途に供する建築物で、高さが3m以下で、かつ、軒の高さが 23m以下のもの

隣地境界線
道路境界 i・T

歩行者専用通路境界llt

10m以上

Om以上

目

1

○
建築可能な敷地

壁面を後退する部分
10m以上

壁面を後退する部分
10m以上

例①

建築可能な敷地 建築可能な敷地 建築可能な敷地

例②

歩
行
者
専
用
通
路
境
界
線

建築物の建て

られる範囲

― ― ― ― ― ―
物 置 等

―

:

10m以上



建築物の高さの最高限度

●建築物の高さの最高限度については、 以下のとおりとします。

最高の高さ
15m以下

かき又はさくの構造の制限

●道路に面してかき又はさくを設ける場合には、次に掲げるものとしております。なお門柱などの出入□部分は、

適用されません。

ブロック等は

地盤面から

60cm以下

地 区 最高の高さ

A地区 15m

B-1地区

B-2地区

C地区

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □


